
プライバシーポリシー

グ ロ ー ス デ ザ イ ン （ 以下 、 「当 方 」と い いま す ）は 、 お客 様 の個 人 情報 の
重 要 性 を 認 識 し 、 以 下 の方 針 に基 づ き、 個 人情 報 の適 切 な取 り 扱い と 保護 に
努 め ま す 。

1 .  個 人 情 報 の 定 義
本 プ ラ イ バ シ ー ポ リ シ ーに お いて 、 個人 情 報と は 、氏 名 、住 所 、電 話 番号 、
メ ー ル ア ド レ ス な ど 、 特定 の 個人 を 識別 で きる 情 報を 指 しま す 。

2 .  個 人 情 報 の 収 集 ・ 利 用 目的
当 方 は 、 以 下 の 目 的 の ため に お客 様 の個 人 情報 を 収集 し 、利 用 いた し ます 。

・ 当 方 の サ ー ビ ス 提 供、 運 営の 為
・ お 客 様 か ら の お 問 合せ に 対応 す る為
・ 当 方 サ ー ビ ス に 関 する 情 報、 キ ャン ペ ーン 、アン ケ ート 等 の ご 案 内の 為
・ 新 サ ー ビ ス の 開 発 、お よ びサ ー ビス 向 上の 為
・ 利 用 規 約 に 違 反 す る行 為 への 対 応の 為
・ 上 記 の 利 用 目 的 に 付随 す る目 的の為

3 .  個 人 情 報 の 安 全 管 理
当 方 は 、 お 客 様 の 個 人 情報 の 漏洩 、 紛失 、 破壊 、 改ざ ん を防 止 する た め、 必
要 か つ 適 切 な 安 全 管 理 措置 を 講じ ま す。

4 .  個 人 情 報 の 第 三 者 提 供
当 方 は 、 以 下 の 場 合 を 除き 、 お客 様 の同 意 なく 個 人情 報 を第 三 者に 提 供す る
こ と は あ り ま せ ん 。

・ 法 令 に 基 づ き 開 示 が必 要 な場 合
・ 人 の 生 命 、 身 体 ま たは 財 産の 保 護の た めに 必 要で あ り、 お 客様 の 同意を

得 る こ と が 困 難 な 場 合
・ 公 衆衛 生 の向上 ま た は児 童 の健全 な 育 成の 推 進のた め に 特に 必 要があ り、

お 客 様 の 同 意 を 得 る こ と が困 難 な場 合
・ 国 の 機 関 も し く は 地方 公 共団 体 また は その 委 託を 受 けた 者 が、 法 令の

定 め る 事 務 を 遂 行 す る こ とに 対 して 協 力す る 必要 が あり 、 お客 様 の同 意
を 得 る こ と に よ り 当 該 事 務の 遂 行に 支 障を 及 ぼす お それ が ある 場 合

5 .  個 人 情 報 の 開 示 ・ 訂 正 ・利 用 停止
お 客 様 が ご 自 身 の 個 人 情報 の 開示 、 訂正 、 利用 停 止を ご 希望 さ れる 場 合は 、
ご 本 人 で あ る こ と を 確 認の 上 、法 令 に基 づ き速 や かに 対 応い た しま す 。

6 .  プ ラ イ バ シ ー ポ リ シ ー の変 更
当 方 は 、 必 要 に 応 じ て 本プ ラ イバ シ ーポ リ シー を 改定 す る場 合 があ り ます 。
変 更 後 の プ ラ イ バ シ ー ポリ シ ーは 、 本ウ ェ ブサ イ トに 掲 載し た 時点 か ら効 力
を 生 じ る も の と し ま す 。

7 .  お 問 い 合 わ せ 窓 口
当 方 の 個 人 情 報 の 取 り 扱い に 関す る お問 い 合わ せ は、 下 記ま で ご連 絡 くだ さ
い 。

・ 担 当 者 名 ： 綱 島 慎 彦（ ツ ナシ マ ノリ ヒ コ）
・ メ ー ル ア ド レ ス ： n o r i h i k o . t s u n a s h i m a . j r e t a i l @ g m a i l . c o m
・ 電 話 番 号 ： 0 8 0 - 3 4 7 7 - 0 7 9 4
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